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(57)【要約】
【課題】プロトコルにおける複数の超音波画像の取得工
程の各々において過去の超音波画像を表示することがで
きる超音波診断装置を提供する。
【解決手段】超音波診断装置は、記憶デバイスと制御デ
バイスとを備え、制御デバイスは、記憶デバイスから読
み出したプロトコルを実行して、複数の超音波画像の取
得工程において超音波画像を取得するプロトコル実行機
能と、複数の超音波画像の取得工程の各々において、複
数の超音波画像の取得工程の各々について記憶された対
応する超音波画像のデータを、記憶デバイスから読み出
されたプロトコルにおける取得工程を特定する情報に基
づいて特定する特定機能と、複数の超音波画像の取得工
程の各々において、特定機能によって特定された超音波
画像のデータに基づく超音波画像ＵＩを表示デバイス６
に表示する表示機能と、をプログラムによって実行する
。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の超音波画像の取得工程を含むプロトコルの情報と、前記取得工程において定めら
れた条件を用いて取得された複数の超音波画像のデータと、該複数の超音波画像のデータ
の各々について、前記プロトコルにおける前記取得工程を特定する情報とが記憶された記
憶デバイスと、
　制御デバイスと、
を備え、
　前記制御デバイスは、
　前記記憶デバイスから読み出した前記プロトコルに含まれる複数の取得工程を実行して
、前記複数の超音波画像のデータを取得するプロトコル実行機能と、
　該プロトコル実行機能によって実行される前記複数の取得工程の各々において、該複数
の超音波画像の取得工程の各々について記憶された対応する前記超音波画像のデータを、
前記記憶デバイスから読み出された前記プロトコルにおける前記取得工程を特定する情報
に基づいて特定する特定機能と、
　前記プロトコル実行機能によって実行される前記複数の超音波画像の取得工程の各々に
おいて、前記特定機能によって特定された前記超音波画像のデータに基づく超音波画像を
表示デバイスに表示する表示機能と、をプログラムによって実行する、
超音波診断装置。
【請求項２】
　前記プロセッサーは、前記表示機能として、現在実行されている取得工程において定め
られた条件を用いて取得され前記記憶部に記憶された超音波画像のデータに基づく超音波
画像として第一の超音波画像を表示デバイスに表示し、なおかつ前記第一の超音波画像と
並べて、前記プロトコル実行機能によって現在実行されている取得工程において取得され
たリアルタイムの第二の超音波画像を表示デバイスに表示する、請求項１に記載の超音波
診断装置。
【請求項３】
　前記複数の超音波画像のデータは、前記プロトコル実行機能により、前記プロトコルに
含まれる複数の超音波画像の取得工程を実行して取得される、請求項１又は２に記載の超
音波診断装置。
【請求項４】
　前記複数の超音波画像のデータは、前記プロトコルに含まれる前記取得工程において定
められた条件と同じ条件を用いて取得される、請求項１又は２に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記複数の超音波画像の取得工程の各々において取得された超音波画像のデータを、前
記記憶デバイスに記憶する指示の入力を受け付ける入力デバイスを備え、
　前記プロセッサーは、該入力デバイスが前記指示の入力を受け付けると、前記超音波画
像のデータと、該超音波画像のデータが取得された前記プロトコルにおける取得工程を特
定する情報とを前記記憶デバイスに記憶する記憶制御機能を実行する、請求項１～３のい
ずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記プロトコルに含まれる前記取得工程で定められた条件を変更する入力を受け付ける
入力デバイスを備え、
　前記プロセッサーは、前記入力デバイスが受け付けた前記変更された条件を用いて取得
された超音波画像のデータと、前記変更された条件とを、前記記憶デバイスに記憶する記
憶制御機能を実行し、
　さらに、前記プロセッサーは、前記プロトコル実行機能として、前記記憶デバイスに記
憶された前記変更された条件を、前記取得工程において定められた条件に代わって用いて
、該取得工程において超音波画像のデータを取得する機能を実行する、請求項１～５のい
ずれか一項に記載の超音波診断装置。
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【請求項７】
　前記入力デバイスは、さらに前記プロトコルの実行を指示する入力を受け付けるよう構
成され、
　プロセッサーは、前記プロトコル実行機能として、前記入力デバイスにおいて指示され
たプロトコルを実行する、請求項５又は６に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　特定のプロトコルにおける特定の取得工程について、複数の超音波画像のデータが前記
記憶デバイスに記憶されている場合、前記制御デバイスは、前記表示機能として、前記複
数の超音波画像のデータの中から選択された少なくとも一つの超音波画像のデータに基づ
く超音波画像又は全ての超音波画像のデータに基づく超音波画像を表示デバイスに表示さ
せる、請求項１～７のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記記憶デバイスには、前記超音波画像のデータとしてローデータが記憶され、前記情
報は、前記ローデータの一部として記憶されている、請求項１～８のいずれか一項に記載
の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記記憶デバイスには、前記超音波画像のデータとして画像データが記憶され、前記情
報は、プロトコルごとに作成されるファイルデータとして記憶されている、請求項１～８
のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記記憶デバイスには、前記プロトコルの実行が開始された後において、該プロトコル
における複数の超音波画像の取得工程のうちのいずれかである第一の取得工程における第
三の超音波画像のデータの取得の後に、前記プロトコルを停止して、該第一の取得工程の
後の第二の取得工程における第四の超音波画像のデータの取得が開始されるまでの間に取
得された第五の超音波画像のデータと、前記プロトコルにおける前記第一の取得工程の後
に前記第五の超音波画像のデータが取得されたことを示す情報とが記憶されており、
　前記制御デバイスは、前記第五の超音波画像のデータ及び前記情報が記憶された後に、
前記プロトコル実行機能によるプロトコルを実行する場合、前記情報を参照して、前記第
一の取得工程を実行する時又は前記第一の取得工程の後に、前記第五の超音波画像のデー
タに基づく超音波画像を前記表示機能として前記表示デバイスにさらに表示する、請求項
１～９のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　複数の超音波画像の取得工程を含むプロトコルの情報と、前記取得工程において定めら
れた条件を用いて取得された複数の超音波画像のデータと、該複数の超音波画像のデータ
の各々について、前記プロトコルにおける前記取得工程を特定する情報とが記憶された記
憶デバイスと、
　制御デバイスと、
を備える超音波診断装置の制御プログラムであって、
　前記制御デバイスに、
　前記記憶デバイスから読み出した前記プロトコルに含まれる複数の超音波画像の取得工
程を実行して、前記複数の超音波画像のデータを取得するプロトコル実行機能と、
　該プロトコル実行機能によって実行される前記複数の取得工程の各々において、前記複
数の超音波画像の取得工程の各々について記憶された対応する前記超音波画像のデータを
、前記記憶デバイスから読み出された前記プロトコルにおける前記取得工程を特定する情
報に基づいて特定する特定機能と、
　前記プロトコル実行機能によって実行される前記複数の超音波画像の取得工程の各々に
おいて、前記特定機能によって特定された前記超音波画像のデータに基づく超音波画像を
表示デバイスに表示する表示機能と、を実行させる超音波診断装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、プロトコルで定められた複数の超音波画像の取得工程に従って超音波画像の
データを取得する超音波診断装置及びその制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置を用いた検査において、プロトコルで定められた複数の画像取得工程を
経て複数の超音波画像を取得する場合がある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第６１７２７３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、経過観察等を目的として、同じ被検体について、過去に用いたプロトコルと
同じプロトコルを用いて超音波画像を取得する場合がある。この場合、過去のプロトコル
で取得した超音波画像を参照したい場合がある。また、プロトコルに含まれる複数の超音
波画像の取得工程の各々において、現在の超音波画像の取得工程で定められた送受信条件
で取得されるべきお手本となる教科書画像を表示することは、特に操作に不慣れな者にと
って有用である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述の課題を解決するためになされた一の観点の発明は、複数の超音波画像の取得工程
を含むプロトコルの情報と、前記取得工程において定められた条件を用いて取得された複
数の超音波画像のデータと、前記複数の超音波画像のデータの各々について、前記プロト
コルにおける前記取得工程を特定する情報とが記憶された記憶デバイスと、制御デバイス
と、を備え、前記制御デバイスは、前記記憶デバイスから読み出した前記プロトコルを実
行して、該プロトコルに含まれる前記複数の超音波画像の取得工程において超音波画像を
取得するプロトコル実行機能と、前記複数の超音波画像の取得工程の各々において、前記
記憶デバイスから読み出された前記プロトコルにおける前記取得工程を特定する情報に基
づいて、前記複数の超音波画像の取得工程の各々について記憶された前記超音波画像のデ
ータを特定する特定機能と、前記複数の超音波画像の取得工程の各々において、前記特定
機能によって特定された前記超音波画像のデータに基づく超音波画像を表示デバイスに表
示する表示機能と、をプログラムによって実行する、超音波診断装置である。
【発明の効果】
【０００６】
　上記観点の発明によれば、前記プロトコルに従って実行される前記複数の超音波画像の
取得工程の各々において、記憶デバイスに記憶された超音波画像のデータに基づく超音波
画像が表示デバイスに表示されるので、例えば経過観察のために現在と過去の超音波画像
を比較したり、表示された超音波画像を教科書画像として参照したりすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施の形態の一例である超音波診断装置の概略を示すブロック図である
。
【図２】制御デバイスによって機能的に実行されるプロトコル実行部、特定部及び記憶制
御部を示すブロック図である。
【図３】プロトコルの一例を示す図である。
【図４】プロトコルの他例を示す図である。
【図５】実施形態の超音波診断装置の作用の一例を示すフローチャートである。
【図６】図５に示すステップＳ３の処理の一例を示すフローチャートである。
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【図７】記憶デバイスに記憶された超音波画像のデータに基づく超音波画像とリアルタイ
ムの超音波画像とが表示された表示デバイスを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施形態について説明する。図１に示す超音波診断装置１は、超音波プ
ローブ２、送受信ビームフォーマ３、エコーデータ処理部４、表示処理部５、表示デバイ
ス（ｄｅｖｉｃｅ）６、操作デバイス７、制御デバイス８、記憶デバイス９を備える。前
記超音波診断装置１は、コンピュータ（ｃｏｍｐｕｔｅｒ）としての構成を備えている。
【０００９】
　超音波プローブ２は、被検体の生体組織に対して超音波を送信し、そのエコー信号を受
信する。超音波プローブ２においては、特に図示しないが複数の超音波トランスデューサ
（ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ）がアジマス（ａｚｉｍｕｔｈ）方向に配列されている。
【００１０】
　送受信ビームフォーマ３は、制御デバイス８からの制御信号に基づいて、超音波プロー
ブ２を駆動させて所定の送信条件を有する超音波を送信させる。また、送受信ビームフォ
ーマ３は、超音波のエコー信号について、整相加算処理等の信号処理を行なう。送受信ビ
ームフォーマ３の一部は、制御デバイス８がプログラムを読み出して実行することにより
、機能的に実現される。
【００１１】
　エコーデータ処理部４は、送受信ビームフォーマ３から出力されたエコーデータに対し
、超音波画像を作成するための処理を行なう。エコーデータ処理部４による処理は、例え
ば制御デバイス８がプログラムを読み出して実行することにより機能的に実現される。
【００１２】
　例えば、エコーデータ処理部４は、対数圧縮処理、包絡線検波処理等のＢモード処理を
行ってＢモードデータを作成する。また、エコーデータ処理部４は、送受信ビームフォー
マ３から出力されたエコーデータに対し、他の処理を行ってもよい。例えば、エコーデー
タ処理部４は、カラードプラ処理等のドプラ処理を行なってドプラデータを作成したり、
被検体に投与された造影剤が強調された造影画像を作成するための処理を行なって造影デ
ータを作成したりしてもよい。
【００１３】
　ちなみに、後述のスキャンコンバータ（ｓｃａｎ　ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）によって走査
変換されて超音波画像データとなる前のデータを、ローデータ（ｒａｗ　ｄａｔａ）とい
うものとする。Ｂモードデータ、カラードプラデータ及び造影データは、ローデータであ
る。ローデータは、後述するように記憶デバイス９に記憶されてもよい。
【００１４】
　表示処理部５は、表示部６に超音波画像を表示させる。表示処理部５による処理は、例
えば制御デバイス８がプログラムを読み出して実行することにより機能的に実現される。
表示処理部５の機能は、本発明における表示機能の実施の形態の一例である。
【００１５】
　より具体的には、表示処理部５は、エコーデータ処理部４において得られたデータ（ロ
ーデータ）をスキャンコンバータによって走査変換して超音波画像データを作成する。超
音波画像データは、例えばＢモードデータに基づいて作成されたＢモード画像データ、カ
ラードプラデータに基づいて作成されたカラードプラ画像データ及び造影データに基づい
て作成された造影画像データである。ただし、超音波画像データはこれらに限られるもの
ではない。
【００１６】
　表示処理部５は、エコーデータ処理部４において得られたリアルタイムのローデータに
基づいて超音波画像データを作成してもよいし、記憶デバイス９に記憶されたローデータ
に基づいて超音波画像データを作成してもよい。
【００１７】
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　また、表示処理部５は、超音波画像データに基づく超音波画像を表示デバイス６に表示
させる。超音波画像は、例えばＢモード画像、カラードプラ画像及び造影画像などである
。
【００１８】
　ここで、送受信ビームフォーマ３、エコーデータ処理部４及び表示処理部５が行なう処
理において用いられる条件は、本発明における超音波画像のデータを取得するために用い
る条件及び取得工程において定められた条件の実施の形態の一例である。前記条件は、後
述するように記憶デバイス９に記憶され、超音波の送受信の条件及び超音波画像の作成条
件を含む。例えば、前記条件には、超音波画像の表示深さ（ｄｅｐｔｈ）、送信周波数、
送信フォーカス及び受信フォーカス、ゲイン、ダイナミックレンジ、フィルタ等が含まれ
る。前記条件は、数値や関数である。また、前記条件は、後述のローデータ及び超音波画
像データを取得するために用いた条件である。
【００１９】
　表示デバイス６は、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）や有機
ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプレイなどである。表示デバ
イス６は、本発明における表示デバイスの実施の形態の一例である。
【００２０】
　操作デバイス７は、操作者による指示の入力や情報の入力などの操作を受け付けるデバ
イスである。操作デバイス７は、操作者からの指示や情報の入力を受け付けるボタン及び
キーボード（ｋｅｙｂｏａｒｄ）などを含み、さらにトラックボール（ｔｒａｃｋｂａｌ
ｌ）等のポインティングデバイス（ｐｏｉｎｔｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ）などを含んで構成
されている。ちなみに、ボタンには、ハードキーのほか、表示デバイス６に表示されるソ
フトキーも含まれる。また、操作デバイス７は、タッチパネルを含んでいてもよい。この
場合、ボタンには、タッチパネルに表示されるソフトキーが含まれる。操作デバイス７は
、本発明における入力デバイスの実施の形態の一例である。
【００２１】
　制御デバイス８は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）等の
プロセッサーである。この制御デバイス８は、記憶デバイス９に記憶されたプログラムを
読み出し、超音波診断装置１の各部を制御して、超音波診断装置１の動作を制御する。制
御デバイス８は、本発明における制御デバイスの実施の形態の一例である。
【００２２】
　例えば、制御デバイス８は、記憶デバイス９に記憶されたプログラムを読み出し、読み
出されたプログラムにより、送受信ビームフォーマ３、エコーデータ処理部４及び表示処
理部５の機能を実行させる。
【００２３】
　制御デバイス８は、送受信ビームフォーマ３の機能のうちの全て、エコーデータ処理部
４の機能のうちの全て及び表示処理部５の機能のうちの全ての機能をプログラムによって
実行してもよいし、一部の機能のみをプログラムによって実行してもよい。制御デバイス
８が一部の機能のみを実行する場合、残りの機能は回路等のハードウェアによって実行さ
れてもよい。
【００２４】
　なお、送受信ビームフォーマ３、エコーデータ処理部４及び表示処理部５の機能は、回
路等のハードウェアによって実現されてもよい。
【００２５】
　また、制御デバイス８は、送受信ビームフォーマ３、エコーデータ処理部４及び表示処
理部５の機能のほか、記憶デバイスに記憶されたプログラムによって、図２に示すプロト
コル実行部８１、特定部８２及び記憶制御部８３の機能を実行する。プロトコル実行部８
１は、複数の超音波画像の取得工程を含むプロトコルを実行する。プロトコルの実行とは
、プロトコルに含まれる複数の超音波画像の取得工程において定められた条件で超音波の
送受信と超音波画像の作成を行なうことである。プロトコル実行部８１がプロトコルに含
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まれる取得工程を実行することにより、送受信ビームフォーマ３、エコーデータ処理部４
及び表示処理部５における処理が行われ、超音波画像が作成される。詳細は後述する。プ
ロトコル実行部８１の機能は、本発明におけるプロトコル実行機能の実施の形態の一例で
ある。
【００２６】
　特定部８２は、プロトコル実行部８１によって実行される前記複数の取得工程の各々に
おいて、複数の超音波画像の取得工程の各々について記憶された超音波画像のデータを特
定する。詳細は後述する。特定部８２の機能は、本発明における特定機能の実施の形態の
一例である。
【００２７】
　記憶制御部８３は、超音波画像のデータと、その超音波画像のデータが取得されたプロ
トコルにおける取得工程を特定する情報とを、記憶デバイス９に記憶する。詳細は後述す
る。記憶制御部８３の機能は、本発明における記憶制御機能の実施の形態の一例である。
【００２８】
　記憶デバイス９は、非一過性の記憶媒体及び一過性の記憶媒体を含む。非一過性の記憶
媒体は、例えば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ：ハードディスクドライブ）
、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）などの不揮発性の記憶媒体である。非一
過性の記憶媒体は、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ）やＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅ
ｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）などの可搬性の記憶媒体を含んでいてもよい。
【００２９】
　一過性の記憶媒体は、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）などの揮
発性の記憶媒体である。
【００３０】
　制御デバイス８によって実行されるプログラムは、記憶デバイス９を構成するＨＤＤや
ＲＯＭなどの非一過性の記憶媒体に記憶されている。また、プログラムは、記憶デバイス
９を構成するＣＤやＤＶＤなどの可搬性を有し非一過性の記憶媒体に記憶されていてもよ
い。
【００３１】
　記憶デバイス９には、被検体に対する超音波のスキャンによって得られたローデータ及
び超音波画像データの少なくとも一方が記憶されている。ローデータは、例えばＢモード
データ、カラードプラデータ又は造影データである。また、超音波画像データは、例えば
Ｂモード画像データ、カラードプラ画像データ又は造影画像データである。また、記憶デ
バイス９には、ローデータ及び超音波画像データを取得するために用いた条件が記憶され
ていてもよい。この条件は、どのローデータ及び超音波画像を取得するために用いた条件
であるかが特定できるように記憶されている。
【００３２】
　記憶デバイス９にローデータが記憶されている場合、前記条件はローデータの一部とし
て記憶される。また、記憶デバイス９に超音波画像データが記憶されている場合、前記条
件は超音波画像データを特定するファイル名からなるファイルデータとして記憶されても
よい。
【００３３】
　記憶デバイス９は、本発明における記憶デバイスの実施の形態の一例である。また、ロ
ーデータ及び超音波画像データは、本発明における超音波画像のデータの実施の形態の一
例である。
【００３４】
　また、記憶デバイス９には、プロトコル実行部８１によって実行されるプロトコルの情
報が記憶されている。プロトコルの情報としては、プロトコルを特定するプロトコル名、
プロトコルに含まれる複数の超音波画像の取得工程を特定する情報が記憶されている。ま
た、プロトコルの情報には、取得工程において定められた条件が含まれていてもよい。
【００３５】
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　例えば、プロトコルの情報としては、図３に示すプロトコルＡの情報や、図４に示すプ
ロトコルＢの情報が記憶される。ただし、プロトコルＡ，Ｂは、一例にすぎず、本発明に
おけるプロトコルは、これらに限定されるものではない。ここでは、「プロトコルＡ」及
び「プロトコルＢ」が、プロトコル名に該当する。プロトコルＡは、取得工程Ａ１、取得
工程Ａ２、取得工程Ａ３、取得工程Ａ４、取得工程Ａ５及び取得工程Ａ６をこの順番で含
んでいる。また、プロトコルＢは、取得工程Ｂ１、取得工程Ｂ２、取得工程Ｂ３、取得工
程Ｂ４及び取得工程Ｂ５をこの順番で含んでいる。
【００３６】
　取得工程Ａ１においては、条件ＰＡ１を用いて超音波画像のデータＵＡ１が取得される
。また、取得工程Ａ２においては、条件ＰＡ２を用いて超音波画像のデータＵＡ２が取得
される。同様に、取得工程Ａ３～Ａ５については、それぞれ条件ＰＡ３～ＰＡ５を用いて
超音波画像のデータＵＡ３～ＵＡ５が取得される。
【００３７】
　また、同様に取得工程Ｂ１～Ｂ６においては、それぞれ条件ＰＢ１～ＰＢ６を用いて超
音波画像のデータＵＢ１～ＵＢ６が取得される。
【００３８】
　前記記憶デバイス９には、記憶デバイス９に記憶されたローデータ又は超音波画像デー
タについて、プロトコルにおける取得工程を特定する情報が記憶されている。プロトコル
における取得工程を特定する情報には、プロトコルを特定する情報（プロトコル名）とそ
のプロトコルにおける取得工程を特定する情報が含まれる。記憶デバイス９にローデータ
が記憶されている場合、前記情報はローデータの一部として記憶される。また、記憶デバ
イス９に超音波画像データが記憶されている場合、前記情報は超音波画像データを特定す
るファイル名を有するファイルデータとして記憶されてもよい。ファイルデータは、プロ
トコルごとに作成されてもよい。
【００３９】
　ここで、記憶デバイス９に記憶されたローデータ又は超音波画像データは、記憶デバイ
ス９に記憶されたプロトコルを実行して複数の超音波画像の取得工程の各々において取得
されたものであってもよい。この場合、複数の超音波画像の取得工程の各々において、ロ
ーデータ又は超音波画像データを記憶デバイス９に記憶させる入力を操作デバイス７が受
け付けると、記憶させるローデータ又は超音波画像データについて、現在実行されている
プロトコルにおける現在の取得工程を特定する情報が記憶される。
【００４０】
　また、記憶デバイス９に記憶されたローデータ又は超音波画像データは、記憶デバイス
９に記憶されたプロトコルを実行するのではなく、プロトコルに含まれる複数の超音波画
像の取得工程において定められた条件と同じ条件を用いて取得されたものであってもよい
。この場合、ローデータ又は超音波画像データについて、前記条件と同じ条件が定められ
た取得工程及びその取得工程を含むプロトコルを特定する情報が記憶される。
【００４１】
　次に、本例の超音波診断装置１の動作について説明する。ここでは、超音波診断装置１
において、プロトコルを用いた検査を被検体に対して行なう場合のフローについて図５の
フローチャートに基づいて説明する。先ず、ステップＳ１では、操作デバイス７が、操作
者によるプロトコルを選択する入力を受け付ける。操作者は、記憶デバイス９に記憶され
たプロトコルの中から、所望のプロトコルを選択する。プロトコルを選択する入力は、本
発明におけるプロトコルの実行を指示する入力の実施の形態の一例である。
【００４２】
　次に、ステップＳ２では、プロトコル実行部８１が、記憶デバイス９に記憶されたプロ
トコルを読み出して、プロトコルで定められた条件を設定する。ここでは、プロトコル実
行部８１は、プロトコルにおける最初の取得工程において定められた条件を設定する。
【００４３】
　次に、ステップＳ３では、特定部８２が、ステップＳ１において選択されたプロトコル



(9) JP 2019-58614 A 2019.4.18

10

20

30

40

50

の情報とステップＳ２において設定された取得工程の情報を有する超音波画像のデータを
検索し、特定する。特定部８２は、記憶デバイス９に記憶された超音波画像のデータに対
し検索を行なう。ステップＳ３において特定部８２によって特定される超音波画像のデー
タは、本発明において複数の超音波画像の取得工程の各々について記憶された前記超音波
画像のデータの実施の形態の一例である。
【００４４】
　ステップＳ３における超音波画像のデータの検索及び特定について、図６のフローチャ
ートに基づいて詳細に説明する。先ず、ステップＳ３１では、特定部８２は、ステップＳ
１において選択されたプロトコルと同一のプロトコルが過去に実行されることによって取
得されたローデータ又は超音波画像データが記憶デバイス９に記憶されているか否かを判
定する。ローデータが記憶されている場合、特定部８２は、ローデータにおいて、ステッ
プＳ１において選択されたプロトコル名を検索することによりステップＳ３１における上
記判定を行なう。一方、超音波画像データが記憶されている場合、特定部８２は、ステッ
プＳ１において選択されたプロトコル名を含むファイルデータを検索することによりステ
ップＳ３１における上記判定を行なう。
【００４５】
　ステップＳ３１において、ステップＳ１において選択されたプロトコルと同一のプロト
コルが過去に実行されることによって取得されたローデータ又は超音波画像データが記憶
デバイス９に記憶されていると判定された場合（ステップＳ３１において、「ＹＥＳ」）
、ステップＳ３２へ移行する。一方、ステップＳ３１において、ステップＳ１において選
択されたプロトコルと同一のプロトコルが過去に実行されることによって取得されたロー
データ又は超音波画像データが記憶デバイス９に記憶されていないと判定された場合（ス
テップＳ３１において、「ＮＯ」）、ステップＳ３３へ移行する。
【００４６】
　ステップＳ３２では、特定部８２は、ステップＳ１において選択されたプロトコルと同
一のプロトコルが過去に実行されることによって取得されたローデータ又は超音波画像デ
ータのうち、ステップＳ２において設定された条件が定められた取得工程と同じ取得工程
で取得されたローデータ又は超音波画像データを特定して記憶デバイス９から読み出す。
より具体的には、ローデータの場合、特定部８２は、ローデータにおけるプロトコルの情
報及び取得工程の情報を参照して検索を行ない、ステップＳ１において選択されたプロト
コルと同じプロトコルの情報及びステップＳ２において設定された条件が定められた取得
工程と同じ取得工程の情報を有するローデータを特定する。また、超音波画像データの場
合、特定部８２は、ファイルデータにおけるプロトコルの情報及び取得工程の情報を参照
してファイルデータの検索を行ない、ステップＳ１において選択されたプロトコルと同じ
プロトコルの情報及びステップＳ２において設定された条件が定められた取得工程と同じ
取得工程を特定する情報を有するファイルデータに対応する超音波画像データを特定する
。
【００４７】
　ステップＳ３３では、特定部８２は、ステップＳ１において選択されたプロトコルと同
一のプロトコルの情報と、ステップＳ２において設定された条件が定められた取得工程と
同一の取得工程の情報とが記憶されたローデータ又は超音波画像データを特定して記憶デ
バイス９から読み出す。これらのローデータ又は超音波画像データは、プロトコルの実行
によって取得されたデータではなく、プロトコルに含まれる取得工程において定められた
条件と同じ条件を用いて取得されたデータである。
【００４８】
　より具体的には、ローデータの場合、特定部８２は、ローデータにおけるプロトコルの
情報及び取得工程の情報を参照して検索を行ない、ステップＳ１において選択されたプロ
トコルと同一のプロトコルの情報とステップＳ２において設定された条件が定められた取
得工程と同一の取得工程の情報を有するローデータを特定する。また、超音波画像データ
の場合、特定部８２は、ファイルデータにおけるプロトコルの情報及び取得工程の情報を
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参照してファイルデータの検索を行ない、ステップＳ１において選択されたプロトコルと
同一のプロトコルの情報とステップＳ２において設定された条件が定められた取得工程と
同一の取得工程の情報を有するファイルデータに対応する超音波画像データを特定する。
【００４９】
　図５に戻り、ステップＳ３において超音波画像のデータが特定されるとステップＳ４へ
移行する。ステップＳ４においては、表示処理部５は、ステップＳ３で特定された超音波
画像のデータに基づいて、表示デバイス６に超音波画像ＵＩを表示させる。超音波画像Ｕ
Ｉは、本発明における第一の超音波画像の実施の形態の一例である。
【００５０】
　ここで、特定のプロトコルにおける特定の取得工程について、複数の超音波画像のデー
タが記憶デバイス９に記憶されている場合、表示処理部５は、前記複数の超音波画像のデ
ータの中から選択されたデータに基づく超音波画像ＵＩを一つ表示させてもよい。例えば
、特定のプロトコルにおける特定の取得工程についての複数の超音波画像のデータのうち
、取得された日付が最も新しいデータが選択されてもよいし、取得された日付が最も古い
データが選択されてもよい。どのデータを選択するかは予め設定されていてもよい。
【００５１】
　また、特定のプロトコルにおける特定の取得工程について、複数の超音波画像のデータ
が記憶デバイス９に記憶されている場合、表示処理部５は、前記複数の超音波画像のデー
タの中から選択されたデータに基づく複数の超音波画像ＵＩを表示させてもよく、また全
ての超音波画像のデータに基づく超音波画像ＵＩを表示デバイスに表示させてもよい（図
示省略）。この場合、表示処理部５は、例えば日付順に並んだ状態で、超音波画像ＵＩを
表示させる。
【００５２】
　例えば、検査対象の被検体について過去に取得された超音波画像のデータが記憶デバイ
ス９に記憶されている場合、この過去のデータに基づいて超音波画像ＵＩが表示される。
例えば、過去のデータは、ステップＳ３２において特定されたデータである
【００５３】
　一方、検査対象の被検体について過去に取得された超音波画像のデータが記憶デバイス
９に記憶されていない場合、ステップＳ３２又はステップＳ３３において特定されたデー
タに基づいて、超音波画像ＵＩが表示される。この場合、検査対象の被検体とは別の被検
体について取得されたデータに基づく超音波画像ＵＩが表示される。
【００５４】
　次に、ステップＳ５においては、ステップＳ２で設定された条件を用いた超音波の送受
信及び超音波画像のデータの作成が行われる。そして、表示処理部５は、この超音波画像
のデータに基づくリアルタイムの超音波画像ＵＩｒを、図７に示すように表示デバイス６
に表示させる。リアルタイムの超音波画像ＵＩｒは、ステップＳ４で表示された超音波画
像ＵＩと並べて表示される。リアルタイムの超音波画像ＵＩｒは、本発明における第二の
超音波画像の実施の形態の一例である。リアルタイムの超音波画像ＵＩｒ及び超音波画像
ＵＩは、同一の条件で取得された画像である。
【００５５】
　次に、ステップＳ６においては、操作デバイス７は、ステップＳ５において表示された
リアルタイムの超音波画像ＵＩｒを保存する入力を受け付ける。例えば、操作デバイス７
は、リアルタイムの超音波画像ＵＩｒをフリーズ（ｆｒｅｅｚｅ）させる入力を受け付け
た後に、保存の入力を受け付ける。記憶制御部８３は、操作デバイス７がリアルタイムの
超音波画像ＵＩｒを保存する入力を受け付けると、リアルタイムの超音波画像ＵＩｒのデ
ータと、このリアルタイムの超音波画像ＵＩｒが取得されたプロトコルにおける取得工程
を特定する情報とを記憶デバイス９に記憶する。このリアルタイムの超音波画像ＵＩｒが
取得されたプロトコルにおける取得工程を特定する情報には、プロトコルを特定する情報
（プロトコル名）とそのプロトコルにおける取得工程を特定する情報とが含まれる。
【００５６】
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　次に、ステップＳ７では、操作デバイス７がフリーズを解除する入力を受け付ける。次
に、ステップＳ８では、プロトコル実行部８１は、ステップＳ１において選択されたプロ
トコルにおいて次の取得工程が有るか否かを判定する。次の取得工程が有ると判定された
場合（ステップＳ８において「ＹＥＳ」）、ステップＳ２へ戻り、プロトコル実行部８１
が、次の取得工程において定められた条件を設定する。
【００５７】
　一方、ステップＳ８において次のステップが無いと判定された場合（ステップＳ８にお
いて「ＮＯ」）、処理を終了する。
【００５８】
　ちなみに、上述のフローチャートにおいて、ステップＳ２～Ｓ７までが、プロトコルに
おける一つの取得工程に該当する。
【００５９】
　以上説明した本例によれば、プロトコルに従って超音波画像を取得する場合に、プロト
コルに含まれる取得工程の各々において、その取得工程におけるリアルタイムの超音波画
像ＵＩｒと記憶デバイス９に記憶されたデータに基づく対応の超音波画像ＵＩとが並べて
表示されるので、経過観察のために現在と過去の超音波画像を比較したり、表示された超
音波画像を教科書画像として参照したりすることができる。
【００６０】
　次に、実施形態の変形例について説明する。先ず、第一実施形態について説明する。上
述のステップＳ２において、一旦設定された条件を、操作者が操作デバイス７を用いて変
更してもよい。この場合、ステップＳ５においては、変更後の条件を用いて取得されたリ
アルタイムの超音波画像ＵＩｒが表示される。
【００６１】
　記憶制御部８３は、操作デバイス７が受け付けた変更後の条件を、記憶デバイス９に記
憶する。例えば、ステップＳ６において、操作デバイス７が保存の入力を受け付けると、
リアルタイムの超音波画像ＵＩｒのデータと、このリアルタイムの超音波画像ＵＩｒが取
得されたプロトコルにおける取得工程を特定する情報が記憶されるほか、前記変更後の条
件の記憶も行われる。前記変更後の条件も、前記プロトコルにおける取得工程を特定する
情報と同様に、ローデータの一部又はファイルデータとして記憶される。
【００６２】
　ステップＳ２において条件が変更された場合であっても、ステップＳ３では、変更前の
条件が定められた取得工程の情報に基づいて超音波画像のデータが特定される。また、変
更された条件で過去に取得された超音波画像のデータが記憶されている場合、特定部８２
は、ステップＳ３において、変更前の条件に基づく超音波画像のデータの特定に加え、あ
るいは変更前の条件に基づく超音波画像のデータの特定に代えて、変更後の条件に基づく
超音波画像のデータの特定を行なってもよい。特定部８２は、プロトコルの情報及びその
プロトコルにおける取得工程の情報に基づいて、前記特定を行なう。この場合、表示処理
部５は、ステップＳ４において、変更後の条件に基づく超音波画像のデータに基づく超音
波画像ＵＩを表示させてもよい。また、プロトコル実行部８１は、ステップＳ２において
設定された条件に代えて、記憶デバイス９に記憶された変更後の条件を用いて、当該取得
工程における超音波画像の取得を行なってもよい。この場合、ステップＳ５において変更
後の条件を用いて取得されたリアルタイムの超音波画像ＵＩｒが表示される。
【００６３】
　次に、第二変形例について説明する。プロトコル実行部８１によるプロトコルの実行が
開始された後において、そのプロトコルにおけるいずれかの取得工程の後に、操作デバイ
ス７が操作者によるプロトコルを停止する入力を受け付けてもよい。この場合、取得工程
において定められた条件とは異なる条件で、例えば被検体における他の部位について超音
波画像が取得されてもよい。
【００６４】
　プロトコルＡを例にして説明する。例えば、取得工程Ａ２において第三の超音波画像の
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なる条件で第五の超音波画像のデータが取得された後に、プロトコルＡが再開されて取得
工程Ａ３に移行して第四の超音波画像のデータが取得された場合について説明する。取得
工程Ａ２は、本発明における第一の取得工程の実施の形態の一例である。また、取得工程
Ａ３は、本発明における第二の取得工程の実施の形態の一例である。
【００６５】
　第五の超音波画像のデータは、記憶デバイス９に記憶される。また、プロトコルＡにお
ける取得工程Ａ２の後に第五の超音波画像のデータが取得されたことを示す情報が記憶さ
れる。記憶される情報には、プロトコルＡを特定する情報と取得工程Ａ２を特定する情報
が含まれる。その後、操作デバイス７が操作者によるプロトコルＡを再開する入力を受け
付けると、取得工程Ａ３に移行し、プロトコルＡの実行が再開される。
【００６６】
　第五の超音波画像のデータ及びプロトコルＡにおける取得工程Ａ２の後に第五の超音波
画像のデータが取得されたことを示す情報が、記憶デバイス９に記憶された後に、プロト
コルＡの実行が完了し、その後経過観察等の目的でプロトコルＡが実行される場合がある
。この場合、第五の超音波画像のデータが記憶された後のプロトコルＡでは、第五の超音
波画像のデータに基づく超音波画像が表示される。具体的には、取得工程Ａ２に移行する
と、特定部８２は、プロトコルＡを特定する情報と取得工程Ａ２の後に第五の超音波画像
のデータが取得されたことを示す情報が記憶された第五の超音波画像のデータを特定する
。そして、表示処理部５は、特定部８２において特定された第五の超音波画像のデータに
基づく超音波画像を表示デバイスに表示させる。
【００６７】
　第五の超音波画像のデータに基づく超音波画像は、取得工程Ａ２が実行されている時に
表示されてもよいし、取得工程Ａ２が終了した後取得工程Ａ３が始まる前に表示されても
よい。第五の超音波画像のデータに基づく超音波画像は、取得工程Ａ２において取得され
る第三の超音波画像のデータに基づく超音波画像と並べて表示されてもよい。また、複数
の第五の超音波画像のデータが記憶デバイス９に記憶されている場合、選択された第五の
超音波画像が表示されてもよいし、全ての第五の超音波画像が表示されてもよい。
【００６８】
　以上、本発明を前記実施形態によって説明したが、本発明はその主旨を変更しない範囲
で種々変更実施可能なことはもちろんである。例えば、プロトコルにおける取得工程にお
いて取得される超音波画像のデータに対し、計測名や部位名からなる特定のコメントがさ
らに記憶デバイス９に記憶されるようになっていてもよい。記憶デバイス９に特定のコメ
ントが記憶された超音波画像のデータが記憶されている場合、特定のコメントが付される
取得工程において、特定部８２は、その取得工程において付される特定のコメントと同じ
コメントが記憶された超音波画像のデータを特定してもよい。表示処理部５は、特定部８
２によって特定された超音波画像のデータに基づく超音波画像を表示デバイス６に表示さ
せる。この超音波画像には前記特定のコメントが表示される。
【符号の説明】
【００６９】
　　１　超音波診断装置
　　５　表示処理部
　　６　表示デバイス
　　７　操作デバイス
　　８　制御デバイス
　　９　記憶デバイス
　　８１　プロトコル実行部
　　８２　特定部
　　８３　記憶制御部
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